
議案第３９号 

 

   所沢市建築・開発関係手数料条例の一部を改正する条例制定について 

 

 所沢市建築・開発関係手数料条例の一部を改正する条例を別記のとおり制

定する。 

 

  令和６年 ２月２０日提出 

                 所沢市長 小野塚 勝 俊 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部改正に伴い、所要の

改正を行うとともに、規定の整備を行うため、本案を提案するものである。 
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   所沢市建築・開発関係手数料条例の一部を改正する条例  

 所沢市建築・開発関係手数料条例（平成２８年条例第３４号）の一部を次

のように改正する。  

 第１条中「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」を「建築物の

エネルギー消費性能の向上等に関する法律」に改める。  

 別表第２中４８の項を５０の項とし、４７の項を４９の項とし、４６の項

を４８の項とし、同表の４５の項中「建築基準法施行令（昭和２５年政令第

３３８号）」を「令」に改め、同項を同表の４７の項とし、同表の４４の項

の次に次の２項を加える。 

 別表第４の３の項を削り、同表の４の項中「令」を「租税特別措置法施行

令（昭和３２年政令第４３号。以下この表において「令」という。）」に改

め、同項を同表の３の項とし、同表中５の項を４の項とする。  

 別表第９中「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律関係手数料」

を「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律関係手数料」に改め、

４５ 建築基準法施行令

（昭和２５年政令

第３３８号。以下

こ の 表 に お い て

「令」という。）第

１３７条の１２第

６項の規定に基づ

く既存建築物の大

規模の修繕又は大

規模の模様替の緩

和の認定の申請に

対する審査 

２７，０００円 

４６ 令 第 １ ３ ７ 条 の

１ ２第７項の規定

に基づく既存建築

物の大規模の修繕

又は大規模の模様

替の緩和の認定の

申請に対する審査 

２７，０００円 
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同表の１の項中「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」を「建築

物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」に改め、同表の８の項中「建

築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則」を「建築物のエネル

ギー消費性能の向上等に関する法律施行規則」に改める。 

   附 則  

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。ただし、別表第４の改正規

定は、公布の日から施行する。  
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